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第 1部 総則 

第 1章 計画の目的及び方針 

総則・予防-1 

第１章 計画の目的及び方針 

第１節 計画の目的及び位置付け 

第１ 計画の目的 

南相馬市地域防災計画（以下「本計画」という。）は、南相馬市で発生する風水害、地震、津波、

原子力災害等に対処するため、市及び防災関係機関が相互に緊密な連携を取りつつ、その有する

全機能を有効に発揮して、災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民の

生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

第２ 計画の位置付け 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、南相馬市防災

会議（以下「市防災会議」という。）が作成するものであり、国の防災基本計画、防災関係機関の

防災業務計画及び福島県地域防災計画との連携を有した計画である。 

なお、本計画は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法」に基づく推進計画を兼ねるものとする。 

第３ 計画の構成 

本計画は、次の各編で構成する。 

 

  

南相馬市地域防災計画 

総則、平常時の予防対策 

風水害、大規模事故等に関する応急対策、復旧対策 

地震に関する応急対策、復旧対策 

津波に関する避難対策 ※その他は一般災害対策編を準用 

原子力災害に関する総則、事前対策、応急対策等 

原子力災害に関する避難計画 

総則・予防編 

一般災害対策編 

地震災害対策編 

津波災害対策編 

原子力災害対策編 

原子力災害避難計画 

各編に関する災害対策資料 資料編 
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第２節 基本方針及び目標 

第１ 災害対策の基本理念 

災害対策は、災害対策基本法で定める以下の事項を基本理念として行われるものであり、本計

画もこの基本理念に基づき策定するものとする。 

１ 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生

を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図

ること。  

２ 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すると

ともに、これと併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織その他の地域に

おける多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。  

３ 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過

去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。  

４ 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる限り的確

に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することに

より、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。  

５ 被災者による主体的な取り組みを阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、

障がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。  

６ 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を

図ること。 

第２ 基本方針 

国の防災基本計画では、東日本大震災の教訓を踏まえ、「災害の発生を完全に防ぐことは不可能

であるとの認識の下、災害時の被害を最小化する『減災』の考え方を防災の基本方針として規定

し、人命を守ることを最優先に実施していかなければならない」とした。 

本市においても、「減災」の考え方を防災の基本方針とし、自助・共助・公助が一体となった地

域防災力の強化に努めるものとする。 

１ 津波災害対策の充実 

東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超える地震・津波が発生し、多くの方々が犠

牲になられたことから、津波に対する意識を改めた津波対策の充実と強化が求められている。

このため、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波」と「比較的発生頻度の高い津波」の

二つのレベルの津波の考えを基に、住民等の生命を守ることを最優先とした、ハードとソフト

の施策を融合させた津波災害対策の充実を図る。 

２ 実効性の高い原子力災害対策の推進 

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故により、本市には避難指示区域が設定され、

多くの住民が避難生活を余儀なくされた。この教訓を踏まえ、原子力災害の被害を防止し、生

活の継続及び復旧を図るために、市及び防災関係機関が取るべき措置を定めた原子力災害対策
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を推進する。特に、円滑で実効性の高い広域避難体制を構築する。 

３ 初動体制の強化 

災害時には、参集基準の認識不足や、通常業務と災害対策業務が錯綜し、組織や人員体制が

十分に機能しない状況が生じた。そこで、庁内における初動期の対応の流れと役割を明確にし、

部署別に応急対策の手順等を定めたマニュアル等の作成等により、初動体制の強化を図る。 

４ 情報収集・伝達手段の機能強化 

発災時に市民を安全な避難場所へ誘導するためには、避難情報を確実に伝達することが重要

である。このため、被災しても情報収集・伝達が困難とならないよう、多元的な情報ツールを

確保するとともに、県・関係機関との情報共有や協力体制について検討し、初動期の情報収集・

伝達・発信機能の強化を図る。 

５ 地域防災力の向上 

災害時における被害を最小化するためには、行政による「公助」のみならず、自らの命、身

体、財産を守る「自助」、地域の安全は自分たちで守る「共助」の取り組みが重要である。この

ため、自助としての個人・家庭での知識習得や備蓄、共助としての自主防災活動の推進、公助

としての自主防災活動の支援等により、地域防災力の向上を図る。 

６ 男女双方の視点に配慮した防災対策 

大規模災害では、避難所での生活において、生活環境、物資の供給、避難所業務の役割にお

ける女性への配慮等について様々な課題があげられている。そのため、男女双方の視点に配慮

し、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画の拡大、男女共同参

画の視点を取り入れた防災体制の確立を図る。 

７ 要配慮者の支援 

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（要配慮者）への

支援が必要になる。 

そのため、要配慮者の安全を確保するため、避難行動要支援者の避難支援体制の構築や、避

難生活への配慮等、要配慮者に留意した防災対策を推進する。 

第３ 計画の目標 

本計画の目標を次のとおり定める。 

 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、災害対策の充実を図り、災害

に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、市民、事業所及び行政が連携して、市街地の整

備を進めるとともに、災害に備えた防災体制の整備や市民の防災行動力の向上など、防災対策の

総合的な推進を図ることを目標とする。 

 

災害に強い安全・安心なまち～南相馬 
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第３節 計画の運用 

第１ 計画の習熟 

市及び防災関係機関等は、普段から研究、教育、訓練及びその他の方法により本計画及び関連

する他の計画の習熟に努めなければならない。 

また、各種防災訓練、講演会、ハザードマップ等の広報媒体の活用によって、市民に周知徹底

を図るものとする。 

第２ 計画の修正 

市又は防災関係機関は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、本計画について毎年検討を加

え、必要があると認められるときは、市防災会議に諮り修正する。 

第３ 計画の推進 

本計画は、防災に関する基本的事項を示しているものである。 

市及び防災関係機関は、災害対応を円滑に実施するため、主要な応急対策業務についての具体

的な行動手順等を行動マニュアルに定めるとともに、必要に応じてこれに修正を加え、災害時に

有効な活動ができるよう努める。 
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第２章 市、防災関係機関、市民及び事業所の役割 

第１節 市及び防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 

第１ 計画における市及び防災関係機関の実施責任 

市及び防災関係機関は、災害対策の基本理念に則り、災害対策を実施する責務を有する。 

１ 南相馬市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の

地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施するとともに、消防機関、水防団及びその他組織

の整備並びに公共的団体その他防災に関する団体及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の

自発的な防災活動の促進を図り、市の有する全ての防災機能を十分に発揮する。 

２ 福島県 

県は、市を包括する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の

協力を得て、防災活動を実施するとともに、市及び指定地方公共機関が処理する防災に関する

事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市の活動

が円滑に行われるようその業務に協力する。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動

を実施するとともに、県及び市の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

５ その他公共的団体等 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施する。また、市その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

第２ 市及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 南相馬市 

事務又は業務の大綱 

(1) 市防災会議の事務 

(2) 防災組織の整備及び育成指導 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) その他の応急措置 

(8) 避難対策 

(9) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 
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(10) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(11) 保健衛生 

(12) 文教対策 

(13) 被災施設の復旧 

(14) その他の災害応急対策 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

２ 相馬地方広域消防本部 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

南相馬消防署 

小高分署 

鹿島分署 

(1) 消防用設備等 

(2) 危険物の安全及び規制 

(3) 災害の警戒及び防除 

(4) 消防活動 

(5) 災害情報 

(6) 市地域防災計画に基づく訓練 

(7) 救助及び救護 

３ 福島県 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

相双地方振興局 

相双保健福祉事務所 

相双農林事務所 

相双家畜保健衛生所 

相双建設事務所 

相双教育事務所 

南相馬警察署 

(1) 防災組織の整備 

(2) 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての

総合調整 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(8) 緊急輸送の確保 

(9) 交通規制、その他社会秩序の維持 

(10) 保健衛生 

(11) 文教対策 

(12) 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(13) 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

４ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

福島労働局 

（相馬労働基準監督

署） 

(1) 工場事業場における労働災害の防止 

東北農政局 

（福島県拠点） 

(1) 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業並びに災害防止事

業の指導並びに助成 

(2) 農業関係被害情報の収集報告 

(3) 農作物、蚕、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 

(4) 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっせん・指導 

(5) 排水・かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 

(6) 野菜、乳製品等の食料品、飼料、種もみ等の供給対策 

(7) 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

関東森林管理局 

（磐城森林管理署、

原町森林事務所） 

(1) 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

(2) 災害復旧用材（国有林材）の供給 



第 1部 総則 

第 2章 市、防災関係機関、市民及び事業所の役割 

総則・予防-7 

東北地方整備局 

（磐城国道事務所、

原町維持出張所） 

(1) 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

(2) 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

(3) 洪水予警報等の発表及び伝達 

(4) 災害時における通行規制及び輸送の確保 

(5) 被災直轄公共土木施設の復旧 

(6) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

仙台管区気象台 

（福島地方気象台） 

(1) 気象、地象、水象の観測及びその結果の収集、発表 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による地震動

に限る）、水象の予報・警報等の防災発表の発表、伝達及び解説 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(4) 県や市町村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

第二管区海上保安本

部 

（福島海上保安部） 

(1) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(2) 災害時における管内防災関係機関との連携 

(3) 海難救助、治安の維持及び海上交通安全の確保 

(4) 海洋環境の汚染防止、海上交通安全等の災害復旧・復興対策 

(5) 防災に関する啓発活動、訓練 

５ 自衛隊 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

自衛隊 

福島駐屯地 

第 44普通科連隊 

(1) 県、市町村、その他の防災関係機関が実施する応急的な災害対

策の支援協力 

６ 指定公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本郵便(株) (1) 災害時における郵便事業運営の確保 

(2) 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対

策 

日本赤十字社 (1) 医療、助産等救護の実施 

(2) 義援金の募集 

(3) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

日本放送協会 (1) 気象・災害情報等の放送 

(2) 県民に対する防災知識の普及 

東日本高速道路(株) (1) 道路の耐災整備 

(2) 災害時の応急復旧 

(3) 道路の災害復旧 

東日本旅客鉄道(株) (1) 鉄道施設等の整備及び防災管理 

(2) 災害対策に必要な物資及び人員の緊急輸送の協力 

(3) 災害時における応急輸送対策 

(4) 被災鉄道施設の復旧 

通信事業者（東日本

電信電話 (株 )、エ

ヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ

(株)、(株)ＮＴＴド

コモ、ＫＤＤＩ(株)、

ソフトバンク(株)） 

(1) 電気通信施設の整備及び防災管理 

(2) 災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

(3) 被災電気通信施設の復旧 

運輸業者（日本通運

(株)、福山通運(株)、

佐川急便(株)、ヤマ

(1) 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 
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ト運輸(株)、西濃運

輸(株)） 

東北電力(株) 

(相双営業所) 

(1) 電力供給施設の整備及び防災管理 

(2) 災害時における電力供給の確保 

(3) 被災電力施設の復旧 

東京電力ホールディ

ングス(株) 

(1) 原子力施設の防災管理 

(2) 放射能災害対策の実施 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

バス機関（(公社)福

島県バス協会、福島

交通(株)） 

(1) 被災地の人員輸送の確保 

(2) 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

放送機関（福島テレ

ビ(株)、(株)福島中

央テレビ、(株)福島

放送、(株)テレビユ

ー福島、(株)ラジオ

福島、(株)エフエム

福島） 

(1) 気象（津波）予報、警報等の放送 

(2) 災害状況及び災害対策に関する放送 

(3) 放送施設の保安 

(4) 県民に対する防災知識の普及 

新聞社（(株)福島民

報社、福島民友新聞

(株)） 

(1) 災害状況及び災害対策に関する報道 

運輸業者（(公社)福

島県トラック協会） 

(1) 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

(一社 )福島県医師

会、(一社)福島県歯

科医師会、(一社)福

島県薬剤師会、(公

社)福島県看護協会、

(公社)福島県診療放

射線技師会 

(1) 医療助産等救護活動の実施 

(2) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(3) 防疫その他保健衛生活動の協力 

(一社)福島県ＬＰガ

ス協会 

(1) 災害時におけるＬＰガスの安全対策の実施 

社会福祉法人福島県

社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れ 

(2) 生活福祉資金の貸付 

(一社)福島県警備業

協会 

(1) 災害時における警戒警備業務及び交通誘導への協力 

８ 公共的団体及び防災上重要な機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

ふくしま未来農業協

同組合 

(1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 農作物災害応急対策の指導 

(3) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

(4) 被災組合員に対する融資のあっせん 

相馬地方森林組合 (1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 被災組合員に対する融資のあっせん 

相馬双葉漁業協同組

合鹿島支所 

(1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 被災組合員に対する融資のあっせん 

(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 
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(4) 漁具及び漁家生活資材の確保、あっせん 

原町商工会議所、小

高商工会、鹿島商工

会、商工業関係団体 

(1) 県、市町村が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協

力 

(2) 災害時における物価安定についての協力 

(3) 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

（一社）相馬郡医師

会、相馬歯科医師会、

相馬薬剤師会 

(1) 医療助産等救護活動の実施 

(2) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(3) 防疫その他保健衛生活動の協力 

社会福祉法人南相馬

市社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れ 

(2) 生活福祉資金の貸付 

金融機関 (1) 災害時における業務運営の確保及び非常金融措置の実施 

病院等医療施設の管

理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

(2) 災害時における受入者の保護及び誘導 

(3) 災害時における病人等の受入及び保護 

(4) 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

社会福祉施設等の管

理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

(2) 災害時における入所者の保護及び誘導 

学校法人 (1) 避難施設の整備及び避難訓練 

(2) 災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

燃料供給業者 (1) 施設の安全管理 

(2) 燃料の備蓄及び緊急車両、重要施設等への燃料の優先的な供給 

危険物施設及び高圧

ガス施設の管理者 

(1) 安全管理の徹底 

(2) 防護施設の整備 

(3) 災害応急対策及びその復旧対策の確立 

ガス供給事業者 

（相馬ガス(株)、原

町地区エルピーガス

保安協議会） 

(1) 安全管理の徹底 

(2) ガス施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

自治組織 

（行政区自主防災

会、南相馬市女性消防

隊） 

(1) 地域における住民の避難誘導、被災者の救護、感染症予防物資

の配給及び防犯等に対する協力に関すること 

(2) 市が実施する応急対策についての協力に関すること 

南相馬市原町建設業

組合、南相馬市小高

建設業組合、南相馬

市鹿島建設業組合 

(1) 防災対策資機材及び人員の確保に対する協力に関すること 

(2) 災害時における緊急輸送路の確保、障害物撤去、応急仮設住宅

の建設及びその他応急復旧対策に対する協力に関すること 

南相馬市管工事協同

組合等 

(1) 災害時における上下水道管応急復旧対策に対する協力に関する

こと 

多数の者が出入りす

る事業所等 

(1) 避難誘導、消火施設等の点検整備の実施に関すること 

(2) 従事者等に対する防災知識の普及及び避難訓練等の実施に関す

ること 

相馬地方防火安全協

会 

(1) 防火対象物の消火、通報及び避難の訓練に関すること 

(2) 避難施設等の維持管理・案内に関すること 

(3) 危険物による火災の防止及び防火思想を普及高揚するための啓

発宣伝に関すること 

(4) 危険物に関する諸法規の研究・手続きの指導並びに危険物取扱

者及び防火責任者の教育指導に関すること 

(5) 会員相互の協力援助に関すること 

(6) 危険物取扱いに関する功労者の表彰に関すること 

(7) 消防行政への協力援助に関すること 
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(8) その他防火上必要な事項に関すること 

第２節 市民・事業所の責務 

第１ 市民の責務 

１ 市民の責務 

市民は、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を

講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓

の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めるものとする。 

平常時の準備 (1) 家具などの転倒防止対策の実施 

(2) ブロック塀やガスボンベの補強・固定 

(3) 家庭内備蓄の実施（最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水) 

(4) 非常持出品（救急用品、貴重品、懐中電灯、ラジオ等）の準備 

(5) 消火器の設置と点検 

(6) 災害時の行政からの情報を入手する手段の確認 

(7) 災害時の指定緊急避難場所・避難路・避難方法の確認 

(8) 災害時の家庭内の連絡方法の確認 

(9) 自宅周辺の危険箇所の把握 

(10) 隣近所との協力体制の確保 

応急対策活動

への協力 

(1) 正しい情報を入手する手段の確保 

(2) 自らの身を守るための避難等の適切な行動 

(3) 自宅や自宅周辺の状況確認と火災の初期消火 

(4) 近隣の負傷者や要配慮者の行動の補助 

(5) 指定避難所の運営への協力 

(6) 市民相互の協力や市の防災事業への協力 

(7) 公共機関、自主防災組織及びボランティア等の活動への協力 

２ 自主防災組織の責務 

自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯感を持ち、市民が協力して

消火、救助活動できる地域の実情に即した自主防災体制の確立を図る。 

平常時の準備 (1) 防災知識の普及 

(2) 地域の災害危険の把握 

(3) 防災訓練の実施 

(4) 火気使用設備器具等の点検 

(5) 防災用資機材の整備 

(6) 地区防災計画の作成 

応急対策活動

への協力 

(1) 地域の災害情報の収集・伝達 

(2) 出火防止・初期消火 

(3) 住民の避難誘導 

(4) 負傷者の救出・救護 

(5) 給食・給水等の活動 

(6) 市の防災事業への協力 

第２ 事業所の責務 

事業所は、防火管理体制を強化するとともに、各種の災害に備えた計画的な防災体制の充実

を図り、事業所内の従業員、利用者等の安全を確保する。 
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また、発災直後の応急措置や帰宅困難となる場合に備え、防災資機材、食料、飲料水の備蓄

に努める。 

さらに、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、災害に強いまちづくり及び

災害に強い人づくりのため、地域の防災活動に積極的に協力する。 
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第３章 市の防災環境 

第１節 市の概況 

第１ 自然的条件 

１ 位置及び面積 

本市は、平成 18年１月１日に旧小高町、旧鹿島町及び旧原町市の１市２町が合併して誕生し

た。東北地方の南東部、福島県浜通り北部地方に位置し、面積 398.5平方 kmである。北は相馬

市、西は飯舘村、南は浪江町に接し、東は太平洋に面している。東京からの距離は 292kmで、

いわき市と宮城県仙台市のほぼ中間にある。 

２ 地形及び地質 

本市は、東は太平洋、西は阿武隈高地に接し、阿武隈高地東縁の山地と福島県浜通り低地帯

から構成され、標高 656ｍから海岸部に至る。山地部では、山頂に残る平坦面・緩斜面と、深

く開析する小高川・宮田川・新田川・太田川・真野川等の谷底があり、その比高（起伏量)は

300ｍを超えるところが多い。主な山は八丈石山、八森山、国見山がある。 

地質構成も多種多様で変化に富む。中央部を南北に走る双葉断層東側の地域には、断層に接

して中生代の固結堆積物が発達している。その東側の丘陵地域には、新第三紀中新世から鮮新

世の固結堆積物や半固結堆積物が分布している。 

また、丘陵地の一部やその間の平地には、段丘や海岸平地を構成する第四紀の未固結堆積物

が分布している。双葉断層西側の隣接地域には、古生代の固結堆積物、中生代の火山性堆積物、

花崗岩質岩石などが分布している。 

３ 気象 

本市の気候は、太平洋の影響を受け夏は涼しく、冬は温暖な海洋性気候で、年間平均気温が

13.3℃、年間降雨量は 1,357㎜となっている。風は、10月から４月が北西、５月から９月が東

よりとなっている。降雨は、夏に最も多く、梅雨時が次に多い。冬には降雪も少なく晴天の日

が多いため極端に降雨量が少なくなる。 

４ 活断層 

阿武隈高地東縁部には、複数の活断層が認められており、本市の中心には双葉断層が走って

いる。双葉断層は、すでに先第四紀に形成された断層帯の一部が再活動したもので、阿武隈高

地東縁部では、断層線に沿って河川、山脚の横ずれ変異が認められている。 

また、新田川以北では、活断層の存在を表す指標である確実度がⅠ、活断層の過去（第四紀）

における活動を表す指標である活動度がＢ、長さ 18kmであり、新田川以南では確実度Ⅱ、活動

度Ｂ、長さ 37kmに及ぶ。 

一般に、地震の規模が大きいほど、活断層の長さは長くなる傾向があり、「双葉断層の長期評

価について」（地震調査研究推進本部 平成 17年）によれば、双葉断層全体が１つの区間とし

て活動する場合、マグニチュード 6.8-7.5程度の地震が発生される可能性がある。 

なお、福島県地震・津波被害想定調査（平成７～９年度）においても、内陸部の想定地震の

一つとして、双葉断層北部を震源とするマグニチュード 7.0の地震を想定している。 
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第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口・世帯数は、平成 30年 10月 31日現在、54,567人、22,667世帯である。 

【地区別人口及び世帯数】 

区名 世帯数（世帯） 人 口 (人) 男（人） 女（人） 

小高区 1,351 2,977 1,521 1,456 

鹿島区 3,755 10,525 5,194 5,331 

原町区 17,561 41,065 20,572 20,493 

計 22,667 54,567 30,134 30,567 

出典：南相馬市 統計情報  （平成 30年 10月 31日現在） 

年齢 3 区分別人口は次のとおりであり、平成 30 年 10 月 31 日現在、65 歳以上の老年人口は

19,299人（35.4％）となっている。 

【年齢 3区分別人口】 

区名 人口(人) 
年少人口 

0～14歳 

生産年齢人口 

15～64歳 

老齢人口 

65歳以上 

小高区 2,977 140 1,349 1,488 

鹿島区 10,525 1,202 5,680 3,643 

原町区 41,065 3,859 23,038 14,168 

合計 54,567 5,201 30,067 19,299 

出典：南相馬市 統計情報  （平成 30年 10月 31日現在） 

２ 交通 

（１）道路 

浜通りの基軸である国道６号及び常磐自動車道が市域を南北に貫いている。東西には、

県道原町川俣線、県道原町浪江線が本市と中通りとを結んでいる。 

（２）鉄道 

ＪＲ常磐線がいわき市と仙台市とを結んでいる。本市には、鹿島駅、原ノ町駅、磐城太

田駅、小高駅、桃内駅の５駅がある。 

３ 土地利用 

本市の土地利用は、山林が 42.67％と最も広い面積を占め、次いで田が 17.01％、宅地が 5.42％

となっている。 

【地目別土地利用面積】 

地目 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 

面積(ha) 67,780 26,627 21,610 164 170,078 67 6,598 10,325 95,331 

構成比(%) 17.01 6.68 5.42 0.04 42.6 0.0 1.66 2.59 23.92 

出典：南相馬市統計集 まち Dス 2017（平成 28年現在） 
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第２節 災害の発生状況 

第１ 風水害 

新田川、太田川、小高川、真野川、宮田川等流域の低地では、低平な土地のため氾濫の危険性

が高いが、段丘上にある市街地でも、排水不良による内水氾濫によって浸水被害を繰り返してい

る。 

特に、近年の浸水履歴では、１時間降水量が 20mmを越えると頻繁に内水による被害が発生して

おり、場合によっては１時間降水量が 15mm程度であっても被害が発生している。 

昭和 50 年以降の災害履歴から、本市の風水害の発生件数を月ごとに整理すると、８月から 10

月に風水害の発生が多く、その主な気象要因は台風である。 

また、近年、全国の各地で短時間に降雨が集中するいわゆるゲリラ豪雨による被害も見られて

おり、台風に限らず水害が発生している。 

第２ 土砂災害 

土砂災害としては、崩壊、地すべり、土石流等が挙げられる。土砂災害は、降雨、融雪、地震

動等の現象を誘因として発生する。 

本市には、土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒特別区域として 33地区が指定されている。 

また、地すべり危険箇所が２箇所、土石流危険渓流が 54渓流、急傾斜地崩壊危険箇所が 94箇

所指定されている。 

第３ 地震・津波災害 

平成 23年３月 11日 14時 46分に発生した東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0の地震

で、市内では最大震度６弱の揺れを観測した。この地震により、浜通り沿岸にでは大津波が押し

寄せ、鹿島区では津波最大浸水深 15ｍを記録した。南相馬市全域では津波により全壊 1,165世帯、

地震により全壊 66 世帯等、4,532 世帯の住家被害を受けた。（平成 26 年３月 31 日現在：南相馬

市資料） 

また、同年 4月 11日には浜通りを震源として、マグニチュード 7.0の余震が発生し、いわき市

等では震度６弱を、本市でも震度４を観測した。 

これらの影響で本市は福島県内でも最も多い 1,088名（平成 26年 3月 12日現在：南相馬市資

料）の人的被害を蒙った。 

【被害世帯数】 

区名 
全世帯数 

（世帯） 

被害世帯数（世帯） 

計 
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 

津波 地震 津波 地震 津波 地震 津波 地震 

小高区 3,771 1,514 319 44 34 21 66 376 39 616 

鹿島区 3,460 1,050 411 18 14 19 43 62 31 452 

原町区 16,667 1,968 435 4 35 12 62 80 31 1,309 

合 計 23,898 4,532 1,165 66 83 52 171 518 101 2,376 

出典：南相馬市資料（平成 26年３月 31日現在） 
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第４ 原子力災害 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災による地震・津波により、東京電力（株）福島第

一原子力発電所では、全交流電源が喪失して原子炉冷却に支障が発生し、炉心溶融やそれに伴う

格納容器の破損等により放射性物質が漏えいする原子力事故が発生した。 

平成 23年３月 12日 18時 25分に原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から、福島第一原子

力発電所から半径 20km圏内の住民に「避難指示」が出され、同年３月 15日 11:00には福島第一

原子力発電所から半径 20kmから 30km圏内の住民に「屋内退避指示」が出された。 

その後、同年４月 21日 11時の原子力災害対策本部長からの指示により、同年４月 22日０時か

ら福島第一原子力発電所から半径 20km圏内を「警戒区域」として設定された。 

また、福島第一原子力発電所から半径 20kmから 30km圏内の住民に出されていた「屋内退避指

示」は解除されたものの、20km圏外に「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定さ

れた。 

平成24年３月30日に警戒区域、計画的避難区域を含む避難指示区域等を見直すことが決定し、

同年４月 16 日には、警戒区域は解除され、新たに「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、

「帰還困難区域」が設定された。 

これにより、区域への立入りが可能となったが、自由に自宅等での宿泊ができない等、引き続

き、多くの住民等が避難生活を余儀なくされていた。その後、平成 28年７月 12日午前０時をも

って帰還困難区域を除く避難指示区域が解除された。 
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第３節 災害の想定 

第１ 風水害 

真野川、新田川、太田川、小高川の浸水被害について、県が大雨を想定したシミュレーション

を実施し、市は、その結果を基に平成 26年３月に、浸水想定区域を示した洪水ハザードマップを

作成している。 

これによると、河川沿いの低地を中心に浸水が想定されている。特に、鹿島区の市街地、小高

区の市街地で１ｍ未満の浸水が想定されている。 

第２ 土砂災害 

土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒特別区域、地すべり危険箇所、土石流危険渓流、急傾斜地

崩壊危険箇所において、斜面崩壊、地すべり、土石流等の土砂災害の発生が想定される。 

特に、東日本大震災後、地震の揺れにより地盤が緩んでいることが想定されることから、降雨

や地震により崩壊等が発生する可能性が高まっている。 

第３ 地震災害 

１ 地震 

県は、平成７年度から３箇年をかけ地震・津波被害想定調査を実施した。 

平成８年度福島県地震・津波被害想定調査結果では、福島盆地西縁断層帯地震、会津盆地西

縁断層帯地震、双葉断層地震、福島県沖地震の４つの地震・津波の災害発生が想定されている。 

（１）想定地震 

想定地震は、以下の４種類（内陸部３、海洋部１）である。 

【想定地震の概要】 

地震名 ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄ゙  震源深さ等 

内陸部 

① 福島盆地西縁断層帯(台山断層、土湯断

層）を震源とする地震 
M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

② 会津盆地西縁断層帯を震源とする地震 M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

③ 双葉断層北部(塩手山断層）を震源とする

地震 
M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

海洋部 ④ 福島県沖を震源とする地震 M7.7 

震源深さ浅部 20km 

東 西 幅   60km 

南北長さ   100km 

内陸部の地震については、起震断層としての活断層の存在が認められており、周辺地域

の人口規模等、地震発生による社会的な影響が大きいと判断される地震として、３つの地

震を選定している。 

海洋部の地震については、過去に 100年から 200年程度の周期間隔で繰り返し同じ場所

で数回の地震発生が認められていることから、1938年の福島県東方沖の地震をモデルとし

て想定地震を設定している。 
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（２）被害 

内陸部の想定３地震のうち、本市に最も影響が大きいものは、双葉断層を震源とする地

震であり、本市を中心として、相馬市、新地町、飯舘村など阿武隈高地と太平洋に挟まれ

た低地一帯にわたり、被害が集中的に発生すると想定されている。 

市内では広い範囲で震度６強となり、沿岸の平野部を中心に地盤の液状化の危険性が極

めて高くなっている。 

建物被害については、本市では木造建物の大破 3,650 棟、非木造建物の倒壊数 83 棟と

大きな被害が予想される。火災については、季節・時刻により大きく異なるが、最も出火

率の高い冬季 18 時には、21 件の炎上出火が想定され、消防力を考慮しても、強風（風速

14m/s）の場合、60分後には本市の 1,410棟が焼失すると想定されている。 

人的被害については、地震が夜間に発生した場合、本市では死者数 263人、負傷者数 1,249

人、昼間に発生した場合、死者数 95 人、負傷者 1,242 人が想定されている。建物被害や

ライフライン支障による避難者が本市では 11,294人と想定されている。 

【本市の主な想定被害量】 

想定地震 
福島盆地西断層帯 

M7.0 

会津盆地西縁 

断層帯 M7.0 

双葉断層 

M7.0 

最大震度 5強 4 6強 

液状化危険度 高 い 低 い 極めて高い 

建物 

被害 

木造建物大破数(棟) 0 0 3,650 

非木造建物倒壊数（棟） 0 0 83 

火災 

被害 

出火想定数（件） 0 0 28（冬 18時） 

延焼面積（㎡） 0 0 123,668 

焼失家屋棟数（棟） 0 0 1,410 

人的 

被害 

死者数（人） 
0 (夜間) 

0 (昼間) 

0 (夜間) 

0 (昼間) 

263 (夜間) 

95 (昼間) 

負傷者数（人） 
1 (夜間) 

1 (昼間) 

0 (夜間) 

0 (昼間) 

1,249 (夜間) 

1,242 (昼間) 

避難者数（人） 

(家屋喪失による) 

(ﾗｲﾌﾗｲﾝ支障による) 

0 

( 0) 

( 0) 

0 

( 0) 

( 0) 

11,294 

( 5,200) 

( 6,094) 

（平成 8年度 福島県地震・津波被害想定調査 報告書） 

２ 津波 

津波の想定は、「南相馬市地震・津波等ハザードマップ」（平成 26年３月時点）における東北

地方太平洋沖地震（東日本大震災）を想定した津波浸水範囲を対象とする。 

なお、県では、平成 18年度から平成 19年度にかけて、県内の市町が作成する津波ハザード

マップや津波避難計画の作成支援を目的として、津波想定調査を実施し、津波浸水想定区域図

を作成するとともに、津波による被害想定を実施した。 

津波シミュレーションでは、国の中央防災会議が防災対策の検討対象として選定した「宮城

県沖の地震津波」と「明治三陸タイプの地震津波」のほか、福島県に震源が最も近い「福島県

沖高角断層地震津波」の３つの津波を想定し、それぞれの津波ごとに影響開始時間や第一波ピ

ークの津波到達時間、最大遡上高等を予測した。 
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【建物被害予測結果】                     （単位：棟） 

建物棟数 宮城県沖の地震津波 明治三陸タイプ地震 

津波 

福島県沖高角断層地震 

津波 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

61,429 20 45 59 320 67 201 524 414 25 32 85 183 

【人的被害予測結果】                      （単位：人） 

 

項目 

宮城県沖の地震津波 

(避難率 68%） 

明治三陸タイプ地震 

津波(避難率 49%） 

福島県沖高角断層地震 

津波(避難率 68%） 

夏期昼間 冬期夜間 夏期昼間 冬期夜間 夏期昼間 冬期夜間 

死者数 39(37) 1 36(33) 1 29(28) 1 

重傷者 69(68) 2 61(56) 7 43(42) 1 

中等傷者数 168(164) 4 146(136) 16 105(102) 3 

（  ）内は海水浴客 

【道路被害】 

宮城県沖の地震津波 明治三陸タイプ地震 

津波 

福島県沖高角断層地震 

津波 

被害延長 

（km) 

被害区間数 被害延長 

（km) 

被害区間数 被害延長 

（km) 

被害区間数 

49.6 199 79.7 341 42.5 164 

第４ 原子力災害 

原子力災害は、廃止措置が決定された福島第一原子力発電所及び運転を停止している福島第二

原子力発電所において重大な事故等が発生し、それに伴う放射性物質又は放射線の放出により生

じる災害を想定する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 災害予防計画 
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第１章 災害に強いまちづくり 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 都市の防災機能の強

化 
建設部、復興企画部  

第２節 建築物・文化財災害

等の安全対策 
建設部、教育委員会事務局 相馬地方広域消防本部 

第３節 水害・土砂災害予防

対策 
建設部、復興企画部 

相双建設事務所、相双農林事

務所 

第４節 津波災害予防対策 建設部、復興企画部 

相双建設事務所、相双農林事

務所、相馬地方広域消防本

部、福島海上保安部 

第５節 火災予防対策 復興企画部、建設部 
相双建設事務所、相馬地方広

域消防本部 

第６節 危険物等の災害予防

対策 
 相馬地方広域消防本部、県 

第７節 事故災害の予防対策 復興企画部、建設部 

相双建設事務所、相双農林事

務所、相馬地方広域消防本

部、福島海上保安部、関東森

林管理局 

第１節 都市の防災機能の強化 

第１ 市街地の整備 

１ 都市防災の方針 

市は、津波被害を受けた住宅地について、防災集団移転促進事業、市街地周辺及び市街地内に

確保する等により再度の災害の防止を図る。 

また、長期的な視野に立ち、津波防御施設による多重防御や避難路を整備し、災害に強く安全

な都市構造への転換を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

【津波被災地の復興まちづくりのイメージ】 

出典：南相馬市都市計画マスタープラン(平成 30年３月) 

２ 市街地の整備 

市は、市街化区域の防災機能を向上させるため、各区都市計画マスタープランなどに基づき、

民間の建築活動を適切に誘導し、建物の防火・不燃化や老朽住宅の建て替えの促進、生活道路

の拡幅整備及び公共空地の確保等の施策推進に努める。 
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第２ 防災空間の確保 

１ 緑地保全地区の指定 

特別緑地保全地区は、都市における樹林地、草地、水辺地等の良好な自然環境を形成してい

る区域で、建築行為など一定の行為の制限などにより保全を図るものである。 

市は、「緑の基本計画」等に基づき、計画的な指定の推進を図り、防災効果を発揮する防災空

間の確保に努める。 

２ 都市公園等の整備 

都市公園等は、災害時の延焼防止、避難場所あるいは応急活動の拠点として防災上重要な役

割を担っている。 

市は、避難場所となる近隣公園や、集合場所となる身近な街区公園などを、その配置や規模

等の検討を行いながら整備する。 

３ 道路の整備 

市は、災害時の避難路ネットワークとともに、緊急支援物資の輸送、救急及び消防等の緊急

活動に効果を発揮する幹線道路ネットワークを計画的に整備する。 

整備にあっては、十分な道路幅員の確保、電線類の地中化、緑化等により、災害に強い構造

とするとともに、複数の経路でどの地域にもアクセスできるダブルネットワーク化を検討する。 

４ オープンスペースの確保 

市は、災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設

住宅の建設用地、がれきの仮置場等に活用できる公園、グラウンド、河川敷、農地等のオープ

ンスペースについて、定期的に調査を実施しその把握に努める。 

第２節 建築物・文化財災害等の安全対策 

第１ 建築物等の耐震対策 

１ 建築物の耐震性の強化 

（１）耐震改修促進計画 

市は、南相馬市耐震改修促進計画（平成 28 年５月）に基づき、建築物の耐震化率を平

成 32年度までに 95％とすることを目標として耐震化を促進する。 

市が実施する支援策等の概要は次のとおりである。 

ア 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

市民に対し建築物の耐震診断及び耐震改修の普及啓発に努める。また、木造住宅の耐

震診断、住宅の耐震改修に対し、費用の一部を負担する事業を実施する。 

イ 耐震診断のための環境整備 

地域の建築士及び大工・工務店の連携体制の整備、技術向上に努める。 

また、市広報紙や行政区長会議等市主催の各種会議等で、啓発活動に努める。 

ウ ハザードマップの公表 

地震のゆれやすさ等の被害範囲や避難場所等を図示した「地震・津波等ハザードマッ

プ」を公表し啓発を図る。 

エ 相談体制の整備 

建築相談の窓口を設置し、市民からの建築相談に応じる体制の整備に努める。 
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（２）建築物の耐震性の強化 

市は、要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物及び特定建築物につい

て、耐震診断の実施等を促し、診断結果の公表や指導・助言を行う。 

（３）公共建築物の耐震化 

市は、公共建築物の地震や火災、災害に対する安全性の確保と、被害を未然に防止する

ため、建築基準法第 12 条の規定により、定期的に資格を有する者に建築物及び建築設備

の状況を点検させ、耐震性・耐火性の向上のための補修・補強又は改善を行うなど、建築

物の適切な維持管理を図る。 

２ 被災建築物の応急危険度判定制度の整備 

市は、県と連携して、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、余震等による二次

災害に対して安全であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、「福島県

地震被災建築物応急危険度判定士認定制度」による判定活動体制の構築を行う。 

３ 窓ガラス等の落下物防止対策 

市は、県と連携して、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため、

次の対策を講ずる。 

（１）容積率 400%以上の地域内に存する建築物及び市町村地域防災計画において定められた避

難場所までの避難路等に面する建築物で、地階を除く階数が 3以上のものを対象に落下物

の実態調査を行う。 

（２）実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し

改善を指導する。 

（３）建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要性につい

て啓発を行う。 

４ ブロック塀の倒壊防止対策 

市は、県と連携して、地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため、次の施

設を推進する。 

（１）住民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用し、啓発

を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレット等

を作成し、知識の普及を図る。 

（２）市街地内のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努める。 

なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

（３）ブロック塀を設置している住民に対して、日ごろから点検に努めるよう指導するととも

に、危険なブロック塀に対しては造り替えや生け垣化等を奨励する。 

（４）ブロック塀を新設又は改修しようとする県民に対し、建築基準法に定める基準の遵守を

指導する。 

５ 建築物の不燃化の促進 

（１）防火・準防火地域の指定 

市は、建築物が密集し、火災により多くの被害を生ずるおそれのある地域を防火地域又

は準防火地域に指定し、耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準法で規定する防火措置

を講じた建築物の建築を推進する。 

なお、防火地域・準防火地域とは、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第９条 20項

により、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として定められた地域
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であり、建築物の耐火性能について規制されている。 

（２）建築物の防火の促進 

市は、新築、増改築等建築物については、建築基準法に基づき県と協力し指導を行うと

ともに、既存建築物については、次の法制度体系を通じ事業の推進を図る。 

ア 既存建築物に対する改善指導 

学校、病院、大型店舗等の不特定多数の人が集まる既存特殊建築物の防災性を常時確

保するため、建築基準法第 12 条の規定に基づく定期報告制度を活用し、建築物の安全

性確保と施設改善を指導する。 

また、大規模な既存特殊建築物及び中小雑居ビルに対して、防火及び人の避難の安全

を確保するため、必要な防火避難施設の改善を指導する。 

イ 防火対象物定期点検報告制度 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）が実施する「防火対象物定期点検報

告制度」に基づき、必要に応じ連携して防火避難施設の改善指導を行う。 

第２ 文化財災害予防対策 

１ 文化財保護の防災に関する普及啓発 

文化財に対する防火意識の普及及び火災予防の徹底を図るため、市教育委員会は、文化財保

護強調週間（11 月１日～７日）及び文化財防火デー（１月 26 日）等の行事を通じて、住民の

防火・防災意識の高揚を図る。 

２ 防災設備等の整備強化 

文化財所有者・管理者等は、火災報知設備、非常警報設備、防火壁、消火栓、消火用水及び

避雷設備等の防災設備の整備に努めるとともに、定期的な保守点検を実施する。 

３ 火災予防体制の強化 

文化財所有者・管理者等は、文化財収蔵場所及び周辺における火気使用の制限、焚火、禁煙

区域の設定等の防火措置を徹底するとともに、非常の際の迅速な連絡通報体制の整備に努める。 

４ 予防査察の徹底 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、市教育委員会と連携を図り、文化財施

設について定期的に予防査察を実施し、文化財所有者・管理者等に対し改善点を指導するとと

もに、防火管理体制の徹底を期するものとする。 

５ 訓練の実施 

市教育委員会、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び文化財所有者・管理者

は、相互に協力し、火災発生時等における消火活動の円滑な対応を図るため、防火訓練あるい

は図上訓練を随時実施するものとする。 

第３節 水害・土砂災害予防対策 

第１ 河川の災害予防対策 

１ 河川整備 

（１）二級河川の整備 

県は、小高川水系、宮田川水系、真野川水系、新田川水系及び太田川水系の全体計画に
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基づいた改修整備を推進し、都市化による雨水流出量の増大に対処する。 

また、流域での保水・遊水機能を向上するため、治水緑地、多目的遊水池などを整備す

る。 

（２）市管理河川 

市は、雨水排水計画を策定し、公共下水道との整合を図りながら雨水排水整備を図る。 

２ 水防体制の整備 

（１）水防体制の確立 

市は、「南相馬市水防計画」に基づき、水防体制の確立を図るとともに、関係機関・団

体にその周知徹底する。 

（２）情報伝達体制・避難体制の確立 

市は、大雨による洪水被害やため池の決壊等が予想される場合の監視、情報伝達体制及

び避難体制について、住民及び関係者に周知徹底する。 

３ 警戒避難体制の整備 

（１）浸水想定区域等の公表 

市は、県から浸水想定区域が指定・公表された場合、洪水ハザードマップを作成し、洪水

予報等や避難情報等の伝達経路、避難場所等の避難措置について、地域住民への周知徹底を

図る。 

（２）要配慮者利用施設等の警戒避難体制の整備 

市は、主として、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を必要とする要配

慮者が利用する施設や迅速な避難を確保する必要が認められる施設については、電話、ファ

クシミリで当該施設の利用者の洪水時の円滑な洪水予報等の伝達体制を定める。 

また、浸水想定区域内の要配慮者利用施設で避難確保が必要な施設の名称及び所在地を地

域防災計画に定め、避難確保計画の作成のための助言等を行う。 

当該施設の管理者等は、利用者の避難を確保するため必要な事項を定めた避難確保計画を

作成し、市長に報告するとともに、避難確保計画に基づき避難訓練を実施する。 

第２ 高潮・浸食等の予防対策 

１ 海岸の保全 

県は、海岸保全基本計画を策定し総合的な海岸管理を実施する。 

（１）砂浜海岸においては、高潮による越波災害や海岸侵食を防ぐため、堤防の強化・面的防

護施設の整備を図るとともに、安定した海浜を確保する。 

（２）侵食の著しい崖海岸においては、消波堤の整備を図り、侵食の防止を図る。 

（３）老朽化により海岸保全施設の機能が著しく低下し、甚大な被害が発生するおそれがある

海岸においては、老朽化対策を計画的に推進し、施設の機能強化、回復を図る。 

２ 警戒避難体制の整備 

市は、県から浸水想定区域が指定・公表された場合、高潮ハザードマップを作成し、洪水と

同様の警戒避難体制を整備する。 
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第３ 下水道の予防対策 

１ 下水道の整備 

市は、大雨等による市街地における浸水等の防止を図るため、雨水排水施設の整備を推進す

る。 

また、施設の耐震診断や耐震工事、耐水化を計画的に推進する。 

２ 警戒避難体制の整備 

市は、想定される最大規模の雨水出水（内水）によって排水が困難となり、浸水が想定され

る区域を指定する。浸水想定区域を指定した場合は、雨水出水（内水）ハザードマップを作成

し、警戒避難体制を整備する。 

第４ その他施設の維持補修 

大雨等による堤防の決壊を未然に防止するため、各ため池について定期的に危険度等について

の点検を行い、緊急性の高いため池について県に報告し、その整備促進を図る。 

なお、市はため池緊急点検マニュアルを整備し点検する。 

第５ 土砂災害の予防対策 

１ 土砂災害警戒区域等の指定 

（１）基礎調査の実施 

県は、おおむね 5年ごとに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災

害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等に相当する範囲を示

した図面を公表する。 

（２）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 

県は、市長の意見を聴いて、土砂災害が発生するおそれのある区域を土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別警戒区域に指定する。 

２ 土砂災害警戒区域における対策 

（１）地域防災計画への記載 

市は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達に関する事項、避難場所及び避難

経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な警戒

避難体制に関する事項について定める。 

（２）要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 

市は、地域防災計画において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害のお

それがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設（社会福祉施設、学校、

医療施設等）の名称及び所在地について定め、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂

災害に関する情報等の伝達、避難確保計画の作成のための助言等を行う。 

また、当該施設の管理者等は、利用者の避難を確保するため必要な事項を定めた避難確

保計画を作成し、市長に報告するとともに、避難確保計画に基づき避難訓練を実施する。 

（３）土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 

市は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所、避難経路等についてハザードマッ

プを作成し、住民に周知する。 
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３ 土砂災害特別警戒区域における対策 

県は、土砂災害特別警戒区域について、特定の開発行為に対する許可制度、建築物の構造の

規制、建築物の移転等の勧告を行う。 

４ 治山対策 

県は、災害による崩壊地の復旧整備及び山地災害危険地区の予防対策により、山地に起因す

る災害から生命、財産を守るとともに、良好な生活環境の保全形成を図り、安全で潤いのある

県土を形成するため、治山事業（治山ダムの設置、山腹崩壊箇所の復旧等）を柱として計画的

に実施する。 

５ 宅地防災対策 

（１）宅地造成に伴う災害防止の周知 

県は、梅雨期及び台風期に備えて、住民及び事業者に注意を促し、宅地造成等規制法及

び都市計画法に基づき必要な防災対策を行うよう指導する。 

（２）がけ地近接等危険住宅移転事業 

がけ地の崩壊等（土石流及び地すべりを含む。）の災害から住民の生命、財産を守るた

め、危険区域※に存在する既存の不適格住宅の移転を促進するために、国、県、市が一体

となって移転について指導し、移転を実施する者には補助金を交付する。 

※建築基準法第 39条第１項又は第 40条に基づく条例により建築が制限される区域若し

くは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 8条に基づ

き指定された「土砂災害特別警戒区域」 

第４節 津波災害予防対策 

第１ 施設の整備 

１ 防潮施設の整備 

（１）施設の整備 

県は、津波の浸水を防止するため、防潮堤を東日本大震災前の現状から嵩上げし再整備

する。 

河川については、防潮堤の嵩上げに合わせて、堤防高を嵩上げし、河川幅の拡張につい

ても検討を行う。 

津波及び津波の河川遡上による被害のおそれのある地域においては、水門等の遠隔操作

化、防潮堤・堤防及び管理施設等の補強等必要な施設を整備する。 

（２）管理体制の整備 

市は、津波発生時の迅速な対応が可能となるよう、定期的な施設の点検や門扉等閉鎖体

制の確認等、施設管理の徹底を行う。 

２ 海岸防災林の整備 

県は、防潮堤の内陸部における津波の勢いを減衰させるため、海岸防災林（幅 200m程度）の

整備を行う。海岸防災林は、がれき等を用いた高盛土とし、その土地に生育する樹木を選定し、

地域景観に調和した植樹を行う。 
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第２ 津波避難施設等の整備 

１ 津波監視体制の整備 

市は、次により津波監視体制の整備を図る。 

（１）津波監視の方法 

津波監視を行う際は、監視カメラ等の遠隔監視設備による無人監視体制の整備に努める

ものとし、やむを得ず有人監視を行う場合は、最大クラスの津波であっても安全を確保で

きる高台や堅牢な建物等において実施し、監視者の安全確保を図る。 

（２）津波監視担当者の選任 

有人監視を行う場合は、地震発生後等に速やかに津波監視を開始できる者を津波監視担

当者として、あらかじめ選任する。 

（３）津波監視場所の情報伝達手段の確保 

有人監視を行う場合は、津波監視場所の情報伝達手段として、地震や停電等の災害時に

も使用可能な無線通信施設等の整備を図る。 

２ 緊急避難場所の整備 

（１）緊急避難場所の指定 

市は、津波浸水想定等により津波の危険が予想される地域について、地形、標高等の地

域特性や受入人数等を十分に配慮した、津波を対象とする緊急避難場所をあらかじめ指定

する。 

（２）緊急避難場所の周知 

市は、ハザードマップ、ホームページ等により、緊急避難場所を居住者等に周知する。 

また、現地の地理に不案内な観光客や海浜利用者等に対して周知するため、海浜地への

立看板の設置、パンフレットやチラシの配布、緊急避難場所を示す標識を設置する。その

場合、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、津波に対応することを示す

ものとする。 

第３ 津波情報伝達体制の整備 

１ 防災無線施設の整備 

市は、海岸地域の防災行政無線の聴取状況調査等を行い、難聴地域に屋外拡声器を整備する。 

また、緊急時に機能するよう定期的に点検を実施する。 

２ 情報伝達体制の整備 

津波情報が住民や海浜利用者に伝達できるよう、消防団等と協力して、体制を整備する。 

国道 6号 道路の嵩上げ 海岸防災林 防潮堤 

資料：南相馬市復興計画（平成 23年 12月公表） 
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第４ 津波避難計画の策定等 

１ 津波ハザードマップの作成及び災害危険区域等の指定 

（１）津波ハザードマップの作成 

市は、東日本大震災の津波浸水区域及び県が提供する浸水想定区域図等を踏まえ、避難

対象地域や緊急避難場所、避難路等を明示した津波ハザードマップを作成し、公表すると

ともに、立て看板や避難訓練等を通じて、地域住民への周知徹底を図る。 

（２）津波災害危険区域の指定 

市は、建築基準法第 39 条第１項の規定に基づき、条例で津波の危険が著しい区域を災

害危険区域として指定することができる。 

この場合、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物

の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めるものとする。 

（３）津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 

県は、津波防災地域づくり法第 53 条の規定に基づき、津波が発生した場合には住民等

の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域におけ

る津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津

波災害警戒区域として指定することができる。 

また、同法第 72 条の規定に基づき、津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合に

は建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の

制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 

２ 津波避難計画の作成 

（１）津波避難計画の作成 

市は、津波発生時における迅速かつ円滑な避難を実施するため、住民、自主防災組織、

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、消防団、警察、学校等の多様な主体の

参画により、具体的かつ実践的な津波避難計画の策定等を行うとともに、その内容の住民

等への周知徹底を図る。 

作成にあたっては、「福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」を参考とし、概ね次

の事項について定めるものとする。 

ア 津波浸水想定区域図     イ 避難対象地域   

ウ 避難困難地域        エ 緊急避難場所等、避難路等 

オ 初動体制          カ 避難誘導等に従事する者の安全確保 

キ 津波情報の収集、伝達    ク 避難指示、勧告の発令 

ケ 津波対策の教育・啓発    コ 避難訓練 

サ その他の留意点 

（２）避難行動要支援者 

避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿の情報をあらかじめ自主防

災組織、消防団及び近隣者等の避難支援者に提供し、対象者の把握や避難の連絡方法、避

難補助の方法等を確認しておく。 

また、避難後の支援方策の検討にも努める。 
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３ 津波避難訓練の実施 

市は、県、海岸及び港湾の管理者や防災関係機関と協力・連携し、要配慮者を含めた市民の

参加による情報伝達訓練や避難訓練を積極的に実施する。 

第５ その他の対策 

１ 福島県沿岸地震・津波対策連絡会の開催 

県、警察本部、市、沿岸消防本部及び福島海上保安部は、福島県沿岸地震・津波対策連絡会

を開催し、次の事項について、情報交換、調査及び検討を行う。 

（１）津波注意報・警報及び大津波警報発表時の警戒体制 

（２）津波注意報・警報及び大津波警報の住民への伝達体制 

（３）住民の避難等 

（４）被害時の応急対策 

（５）震災に対する住民の意識の啓発及び防災知識の普及方法 

（６）沿岸地域の危険性の把握 

（７）その他連絡会が必要と認める事項 

２ 相談窓口の設置 

市は、地震・津波対策の実施上の相談を受けるために必要な窓口を設置するとともに、その

旨の周知徹底を図るものとする。 

第５節 火災予防対策 

第１ 消防力の強化 

１ 消防力の強化 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、「消防力の整備指針」に基づき、国庫補

助制度、防災対策事業等を活用して消防機械の充実強化を図る。 

相馬地方広域消防の通信施設等については、その運用に支障を来たすことがないように、広

域消防及び他構成自治体との連携を図り、適宜、整備を行うこととする。 

また、消防職員及び消防団員については、技術の向上と組織の活性化を図りながら、地域の

実情に応じた配置を検討する。 

２ 消防水利の整備 

市は、「消防水利の基準」に基づき、防火水槽の設置及び耐震化を推進するほか、プール、河

川、ため池等の自然水利を活用して水利の多様化を図る。 

３ 救助体制の整備 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、高性能の救助工作車や、高度救助用資

機材を整備し、各種災害に対応できるよう訓練を充実する。 

市は、自主防災組織にコミュニティ資機材整備による救助用資機材を整備し、かつ訓練を行

うなど初期救助の体制整備を図る。 

第２ 広域的な応援体制の整備 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、隣接市町村及び隣接消防本部等と
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消防相互応援協定の締結を促進するとともに、既存の相互応援協定についても随時見直しを行い、

円滑な応援体制の整備を図る。 

第３ 火災予防対策 

１ 防火防災意識の啓発 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、春・秋季の全国火災予防運動を

はじめとする各種火災予防運動等を通じ、出火防止に関する知識の普及啓発活動を推進する。 

また、ライフラインの復旧時に出火する通電火災について、感震ブレーカーの設置や地震発

生時のブレーカー遮断及びガスの元栓閉鎖など、避難時における対応についての普及啓発を図

る。 

２ 住宅防火対策の推進 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、一般住宅からの火災発生を防止

するため住宅用防災機器等（火災警報器）の普及に努める。 

また、住宅防火診断等を通じ、各家庭における火気使用設備・器具の適切な使用方法を指導

する。 

特に、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障がい者

の家庭について優先的に住宅防火診断等を実施する。 

３ 防災管理者制度の効果的運用 

火災による人的、物的損害を最小限度に止めるため、防火対象物の防火管理体制を強化し、

失火の防止、出火の際の早期通報、初期消火及び避難誘導を確実に行える体制を確立する必要

がある。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、防火管理者講習等を開催するとともに、

設置義務のある防火対象物には必ず防火管理者が置かれるように選任、解任届を励行させる。 

４ 予防査察指導の強化 

火災の未然防止には、建物及び消防用設備の維持管理が重要である。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、年間計画に基づき予防査察を計画的に

実施するとともに、特に、病院、大型店舗等不特定多数の者が出入りする施設については、立

入検査を励行し管理権原者に対する防火体制の徹底について指導する。 

５ 火災原因調査 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、火災原因の究明を行い、その調査結果

を火災予防対策に反映させる。 

第４ 初期消火体制の整備 

１ 消火器等の普及 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、災害発生時における初期消火の

実行性を高めるために、各家庭における消火器、消火バケツの普及に努めるとともに、住宅火

災の早期避難に有効な住宅用火災報知器の早期設置についても指導する。 

また、消火器の設置義務がない事業所等においても、消火器等の消火器具の積極的な配置を

行うよう指導する。 
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２ 自主防災組織の初期消火体制 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、地域ぐるみの初期消火体制確立

のため、自主防災組織を中心とし、消火訓練や防火防災講習会などを通じて、初期消火に関す

る知識、技術の普及を図る。 

３ 家庭での初期消火 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、家庭における火災発生時の初期

消火の重要性及びその方法について啓発指導するため、一般家庭を対象として消火器具の使用

方法、初期消火の具体的方法等について広報及び講習会を実施する。 

第５ 火災拡大要因の除去計画 

１ 道路等の整備 

市及び県は、計画的に道路網、緑地帯及び公園施設の整備を推進し、延焼の効果的な抑止を

図るとともに、緊急輸送路・避難路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

２ 建築物の防火対策 

市及び県は、公共建築物は原則として耐火構造とするが、公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律及び「ふくしま県産材利用推進方針」の目的等を十分にかんがみた上で、

耐火構造の要否を判断するものとする。 

公共建築物以外の建築物については、広報等により不燃化及び耐火建築物の建設の推進を啓

発指導する。 

３ 薬品類取扱施設対策 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び県は、教育施設、研究施設、薬局等に

おける薬品類の延焼又は落下等による発火、爆発を防止するため、これらの施設に対し、薬品

類の管理及び転落防止について指導する。 

第６節 危険物等の災害予防対策 

第１ 防災体制の確立 

危険物取扱事業者、火薬類の製造業者・販売業者・消費者、高圧ガス製造事業者、毒物劇物取

扱事業者は、災害が発生するおそれがある場合、又は発生した場合に対処するため、初動措置と

して実施すべき事項を明確にしておくものとする。 

第２ 危険物施設の災害予防対策 

１ 施設強化計画 

各事業者は、施設が法令に規定する技術上の基準に適合し維持されるよう管理を徹底するほ

か、日常点検、定期点検等により、事項防止に努める。 

２ 予防教育計画 

各事業者は、事業所従事者に対し、災害時の危害防止対策や防災体制等についての災害予防

教育を実施し、災害発生時の被害の減少を図る。 
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３ 防災資機材等の整備等 

各事業者は、災害防止作業に必要な防災資機材等を常に使用可能な状態とするための整備、

点検を行う。 

４ 防災訓練の実施 

各事業者は、災害発生後に迅速かつ的確に防災活動を行えるよう、できる限り実践に即した

訓練を実施する。 

５ 関係事業者の自主保安体制 

県は、各事業者等及び関係団体の自主保安体制を促進するため、定期自主検査の実施、保安

教育及び訓練の実施について指導する。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、危険物取扱者制度の効果的運用や安全

確保を指導する。 

第３ 安全対策の強化 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び県は、危険物等施設について、保安体制

の確立、適正な施設の維持管理及び貯蔵取扱い基準の遵守を図り、危険物取扱施設、公道上での

移動タンク貯蔵所等の予防査察指導の強化、効率化を図る。 

第７節 事故災害の予防対策 

第１ 海上災害予防対策 

１ 海上交通の安全の確保 

（１）海上交通の安全のための情報の充実 

福島海上保安部は、海図、水路書誌等水路図誌の整備を図るとともに、水路通報、航行

警報、気象通報等船舶交通の安全に必要な情報提供体制の整備を図る。 

（２）船舶の安全な運行の確保 

福島海上保安部は、船舶に対し、船舶安全法、港則法、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律等船舶の安全及び海上災害の予防に関する法令の遵守について指導監督す

る。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

ア 海上運送事業者をはじめとする民間事業者（以下、この節において「関係事業者」と

いう。）は、海上災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧のための体制を

整備する。 

イ 県は、福島県総合情報通信ネットワークを利用した迅速かつ的確な情報の収集伝達及

び衛星通信を利用した携帯電話の導入等により不感地帯に対応した通信機器の整備、充

実に努めるとともに、必要に応じてその他通信連絡網の整備・活用を図る。 

ウ 市は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に

対応した通信機器の整備について配慮する。 

（２）応援協力体制の整備 

関係事業者は、応急活動、復旧活動、資機材の調達に関し、各関係機関及び関係事業者
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団体相互において、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化に

努める。 

県、市は、災害に備え、協定締結や協定運用について必要な準備を整える。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

関係事業者、県、市は、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、医療機関等

との連絡・連携体制の整備を図る。 

（４）防災体制の強化 

関係事業者、県、市は、必要に応じた資機材の整備に努めるほか、関係機関との連携に

努める。 

（５）福島県沿岸排出油等防除協議会 

福島海上保安部は、福島県沿岸海域において大量の油等が流出し、沿岸に漂着又はその

おそれがある場合の防除活動等の推進を図るため、福島県沿岸排出油等防除協議会の体制

の充実を図る。 

県及び市は、海上災害等の派生予防のため、防除協議会など各種協議会等の機関の運営

に協力し、災害時に関係機関が連携して対応できるよう努める。 

（６）危険物等の大量流出時における防除活動 

市は、化学消火薬剤等消火機材及びオイルフェンス、油処理剤、油吸着剤等の排出油防

除用資機材等の整備に努める。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、消防用資機材の整備に努める。 

（７）防災訓練の実施 

県（危機管理総室）、市、防災関係機関は、大規模災害を想定し、より実践的な防災訓

練を実施する。 

３ 啓発活動等の実施 

福島海上保安部は、防災講習会等を通じて、関係者等に対し海上災害防止思想の普及に努め

る。 

第２ 鉄道災害予防対策 

１ 鉄道交通の安全の確保 

（１）鉄道交通の安全のための情報の充実 

東日本旅客鉄道（株）は、鉄道交通の安全のため、気象庁等と連携して、気象、地象、

水象に関する予報及び警報の伝達、情報の収集等に必要な気象観測設備、通信連絡設備等

の整備充実に努める。 

（２）鉄道の安全のための施設、設備等の整備充実 

ア 東日本旅客鉄道（株）は、事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講じ、被

害の拡大を防止するため、異常時における列車防護及び列車防護用具の整備、運行管理

体制の充実、乗務員及び保安要員の教育訓練に努め、安全な運行の確保を図る。 

また、軌道や路盤等の施設の保守を適切に実施するとともに、線路防護施設の点検、

整備に努める。 

イ 県、市、道路管理者、東日本旅客鉄道（株）等は、踏切道の立体交差化、構造の改良、

踏切保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努める。 
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２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

東日本旅客鉄道（株）は、通信設備等を整備し、事故発生時の迅速かつ的確な情報の収

集・連絡するための体制整備を図る。 

また、県、市及び関係機関と密接に情報の収集・連絡するために必要な措置を講ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

東日本旅客鉄道（株）は、火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のた

めの体制の整備に努める。 

（５）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 

３ 防災知識の普及・啓発 

県及び東日本旅客鉄道（株）は、国と連携し、踏切道における自動車との衝突、置石等によ

る列車脱線等の事故を防止するため、全国交通安全運動等を通じ、ポスターの掲示、チラシの

配布等により、事故防止に関する知識の普及・啓発に努める。 

第３ 道路災害予防対策 

１ 道路交通の安全のための情報の充実 

道路管理者及び警察本部は、道路交通の安全確保のための情報収集、連絡体制の整備を図る

とともに、道路利用者に道路施設等の異常に関する情報を迅速に提供する体制の整備に努める。 

２ 道路施設等の整備 

（１）道路管理者は、道路パトロール等により道路施設等の点検を行い現況把握に努める。 

（２）道路管理者は、道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。 

（３）道路管理者は、道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークを

確保するため、落石防止、法面対策、迂回路やバイパスの整備等を計画的かつ総合的に実

施する。 

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

道路管理者は、道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び災害復旧のための体制

の整備に努める。その他は第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

第７節第１に準ずる。 

（５）危険物等の流出時における防除活動 

道路管理者等は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材
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の整備促進に努める。 

（６）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 

４ 防災知識の普及・啓発 

道路管理者は、道路をまもる月間、道路防災週間等を通じ、道路利用者に対して、災害発生

時にとるべき行動等知識の普及・啓発に努める。 

第４ 危険物災害予防対策 

第６節に準ずる。 

第５ 大規模な火事災害予防対策 

１ 災害に強いまちづくりの形成 

第１節に準ずる。 

２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 

（１）気象情報の収集及び伝達 

県及び市は、大規模な火事災害防止のため、福島県総合情報通信ネットワーク、市町村

防災行政無線等を利用し、福島地方気象台等と連携のうえ、気象特別警報・気象警報・注

意報の発表等気象に関する情報の迅速かつ正確な把握に努め、気象状況の変化に対応した

予防対策を講ずるものとする。 

（２）火災気象通報の伝達及び火災警報等 

ア 福島地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認められるときは、消防

法第 22条に基づき、その状況を直ちに県に通報する。 

イ 県は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村に伝える。 

ウ 市長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めら

れるときは、火災に関する警報を発することができる。 

エ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市の区

域内に在る者は、市条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。 

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

第７節第１に準ずる。 

（５）避難対策 

第７節第１に準ずる。 

（６）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 
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４ 防災知識の普及・啓発 

県、市及び防災関係機関は、全国火災予防運動、防災週間、建築物防災週間等を通じ、住民

等に対して、大規模な火事の被害想定などを示しながらその危険性を周知するとともに、災害

発生時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及・啓発に努める。 

第６ 林野火災予防対策 

１ 林野火災に強い地域づくり 

（１）市は、県と協議して、その地域の特性に配慮した林野火災特別地域対策事業計画を作成

し、林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施する。 

また、市は、地勢、風土、気象条件等を考慮し必要と認める場合には、消防計画及び地

域防災計画に林野火災対策計画を策定し、その推進を図る。 

（２）森林所有者、地域の林業関係団体等は、自主的な森林保全管理運動を推進するよう努め

る。  

（３）県及び市は、警報発表等林野火災発生のおそれがあるときは、監視パトロール等の強化、

火入れを行う者に対する適切な対応、消防機関の警戒体制の強化等を行うものとする。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、次の対策に努める。 

ア 防火線、防火林及び防火林道等林野火災の防火施設並びに林野火災用消防資機材を整

備するとともに、標識板、警報旗等の防火施設の整備を推進するものとする。 

イ 「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消

防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

ウ 消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、消防団、自主防災組織等の連携強

化に努めるものとする。 

（５）避難対策 

第７節第１に準ずる。 

（６）防災訓練の実施 

消防職員、消防団員等を対象とした空中消火資機材の取扱いに関する講習等を実施する

ほか、第７節第１に準ずる。 

３ 防災知識の普及・啓発 

（１）県は、福島県山火事防止運動実施要領に基づき、山火事防止強調月間等を通じて、関東

森林管理局、市町村、林業関係機関、林業関係団体及び防災関係機関と協力して広報活動

を行い、林野周辺住民及び入山者等の防災意識の啓発に努める。 

（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、林野火災の未然防止のため予防査

察を計画的に実施するとともに、立入検査を励行し管理権原者に対する防火体制の徹底に
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ついて指導する。 

（３）関東森林管理局は、林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、標識板、警報旗及び

ポスター等によって森林火災予防思想の普及に努める。 
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第２章 災害応急対策への備え 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防災体制の充実 復興企画部、総務部  

第２節 情報収集伝達体制の

整備 
復興企画部  

第３節 医療（助産）救護・

防疫体制の整備 

健康福祉部、市立総合病院・小

高病院 
 

第４節 緊急輸送体制の整備 復興企画部  

第５節 避難施設・体制の確

立 

復興企画部、市立総合病院・小

高病院 
 

第６節 食料等の調達・確保

及び防災資機材等の整備 
復興企画部、建設部  

第７節 廃棄物処理体制の整

備 
市民生活部  

第８節 ライフライン施設災

害予防対策 
建設部 

東北電力（株）、相馬ガス

（株）、東日本電信電話（株） 

第９節 災害時相互応援協定

の締結 
復興企画部  

第１節 防災体制の充実 

第１ 防災体制の整備 

１ 非常参集体制の整備 

市は、災害発生時に必要な職員を動員するため、各部課で非常参集体制を定める。 

また、交通の途絶等を想定した参集訓練等により行動の習熟と啓発を図る。 

２ 活動マニュアルの作成 

市は、災害対策について、詳細な手順や役割等を定めた活動マニュアルを作成し、また、個

別訓練や市組織の変更等を踏まえて見直しを実施する。 

特に、発生当初の避難場所の開設や防災備蓄倉庫からの物資の搬出等の初動対応における明

確化を図る。 

３ 業務継続計画の作成 

市は、大規模災害時において、災害対策業務及び重要な通常業務を継続して行うために、「大

規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（内閣府 平成 28年）等に基づき

業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、平常時から事業継続のための環境づくりを推進する。 

第２ 庁舎機能の確保 

市は、市庁舎の建設等にあわせて、市役所が災害拠点として機能するよう、非常電源装置の設

置、災害対策本部室の設備、通信設備等の充実を図る。 

また、区役所等の防災拠点においても、非常電源の整備等の機能を強化する。 
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第３ 消防団の強化 

市は、地域防災力の要として重要な役割を担う消防団の強化を図るため、消防団員の募集、消

防資機材等の整備を行う。 

また、消防団サポート事業として、消防団員が地域の支援が受けられるよう、サポート事業所

認定の申請を促進するよう努める。 

第２節 情報収集伝達体制の整備 

第１ 防災行政無線の整備 

市は、住民へ情報を伝達するため、沿岸部や難聴地域を中心に、防災行政無線屋外拡声器を整

備する。 

第２ その他の通信設備の整備 

市は、防災行政無線以外に情報を伝達するために、災害情報メール配信サービスへの登録促進

や戸別受信機の配布等に努める。 

また、アマチュア無線団体との連携を図る。 

第３節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

市は、災害時における迅速な医療（助産）救護を実施するため、次の事項を含めた医療（助産）

救護体制の確立を図る。 

１ 救護所の指定及び住民への周知 

市は、市立総合病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との協議により救護所を事前に指定

し、広報紙等により住民に周知を図る。 

２ 医療救護体制の整備 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との協議により、救護班の編成や救護所への配置、

医療コーディネーターの選任等を事前に取り決めるなど、医療救護体制を整備する。 

３ 医薬品等の供給体制の整備 

市は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について、県が定めた要綱やマニュア

ルに基づき、調達計画を策定するほか、薬剤師会や医薬品販売事業者等と連携を図る。 

４ 訓練の実施 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携して、総合防災訓練等において傷病者のトリ

アージや搬送について訓練を行う。 

第２ 防疫体制の整備 

市は、防疫用薬剤及び資機材の備蓄を行うとともに、調達計画の確立を図る。 
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第４節 緊急輸送体制の整備 

第１ 緊急輸送路等の指定 

１ 緊急輸送路の指定 

県は、県庁、地方振興局、市町村災害対策本部等、物資受入れ港、空港及び隣接県の主要路

線と接続する路線等を緊急輸送路として指定している。 

市は、県の緊急輸送路と、区役所、救護所を設置する医療機関、消防署、避難場所・避難所

等を結ぶ道路を市の緊急輸送路として指定する。 

県指定の緊急輸送路は、一般災害対策編第 1部第 9章第 1節を参照のこと。 

２ 臨時ヘリポートの指定 

市は、ヘリコプター臨時離着陸場として使用可能な施設について、管理者等と活用方法につ

いて協議して指定する。 

第２ 配送体制の整備 

１ 物資集積場所の指定 

市は、救援物資を受入れるための施設を指定する。施設は、重量物の集積やフォークリフト

等の活用が可能な場所とする。 

２ 民間事業者との連携 

市は、物資の受入れ、配送について、物流事業者と協定を締結している。この協定に基づき

的確に運用が行えるよう役割分担や連絡方法等について検討し、連携を強化する。 

第５節 避難施設・体制の確立 

第１ 避難計画の策定 

市は、災害発生時又は災害発生のおそれがある場合に、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、

次の事項を内容とした避難計画を策定する。 

（１）避難の準備情報・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示（緊急）を発令する基

準  

（２）避難準備・高齢者等避難開始に関する情報提供、勧告又は指示（緊急）の伝達

方法  

（３）指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区、対象人口及び責

任者  

（４）避難経路及び誘導方法 

（５）指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

（６）指定避難所の運営・管理に関する事項 

（７）要配慮者に対する救援措置に関する事項 

（８）避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 
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第２ 緊急避難場所・避難所の指定等 

１ 緊急避難場所・避難所の指定 

（１）施設の指定 

市長は、住民等の避難のために、法令等による一定の基準を満たす施設を緊急避難場所

及び避難所として指定する。 

緊急避難場所 ・居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所 

・異常現象の種類ごとに指定 

避難所 ・災害の危険性があり避難した住民等を、災害の危険性がなくなるま

でに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等

を一時的に滞在させるための施設 

（２）管理者の同意  

市長は、緊急避難場所・避難所を指定するときは、当該施設の管理者の同意を得る。 

（３）知事への通知等  

市長は、緊急避難場所・避難所の指定をしたときは、その旨を知事に通知するとともに、

公示する。 

（４）管理者の届出義務  

指定緊急避難場所・避難所の管理者は、当該指定緊急避難場所・避難所を廃止し、又は

改築その他の事由により現状に重要な変更を加えようとするときは、市長に届ける。 

（５）指定の取消  

市長は、指定緊急避難場所・避難所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認める

ときは、指定を取り消し、その旨を知事に通知するとともに、公示する。 

２ 指定した施設等の整備 

（１）施設の整備等 

市は、指定した施設に次の設備の整備、備蓄等を行うよう努める。 

（１）避難生活の環境を良好に保つための換気、照明等の設備 

（２）貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用

電源、衛星携帯電話等の通信機器等、 

（３）空調、洋式トイレ等の要配慮者にも配慮した施設・設備 

（４）テレビ、ラジオ等の情報入手手段 

（５）食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄 

（２）誘導標識等の整備 

市は、指定緊急避難場所・避難所周辺に誘導標識を設置する。 

その場合、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し、どの災害の種別に対応

した避難場所であるかを明示する。 

また、災害種別一般図記号を用いた標識の見方について周知する。 

３ 緊急避難場所・避難所を指定する場合の留意点 

（１）緊急避難場所と避難所の関係 

緊急避難場所と避難所とは、相互に兼ねることができる。 

（２）地域との事前協議 
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災害発生時に施設開放を地域や自主防災組織で実施可能なよう、鍵等の管理や被災者の

受入体制の整備を地域と協議する。 

（３）学校を指定する場合の措置 

学校を指定する場合は、教育施設であることに留意しながら、避難施設として機能させ

るため、教育委員会及び学校と使用施設の優先順位、避難所運営方法（教職員の役割を含

む。）等について事前に協議する。 

（４）県有施設の利用 

市は、地域の実情等を考慮し、県有施設を緊急避難場所又は避難所として指定するとき

は、運営方法について運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。 

（５）その他の施設の利用 

市は、指定した避難所で不足する場合、又は避難が長期化する場合には、公的宿泊施設、

旅館、ホテル等の借り上げ等により避難所とすることも可能であるため、あらかじめ協定

締結などの連携を図る。 

４ 福祉避難所の指定 

市は、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者の生活を確保するため、福祉避難所

を指定する。 

第３ 指定緊急避難場所・避難所の周知 

市は、ハザードマップ、市ホームページ等で住民等に指定緊急避難場所・避難所について周知

する。 

第４ 学校、病院等における避難計画の作成 

学校、病院、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する消防計画の中に

以下の事項に留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図る。 

なお、社会福祉施設及び病院においては、広域避難も想定する。 

１ 学校等の避難計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命

の安全を確保するために、それぞれの地域の特性を考慮した上で、次の事項を検討し、避難計

画を作成する。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置 

（５）避難場所、経路、時期及びその指示伝達方法 

（６）避難場所の選定、受入施設の確保及び教育、保健、衛生並びに給食の実施方法等 

（７）避難者の確認方法 

（８）児童、生徒等の父母又は保護者等への引渡方法 

（９）通学時に災害が発生した場合の避難方法 

２ 社会福祉施設等における避難計画 

社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性等を考慮するとともに、対象者の活動能

力等についても十分配慮して避難計画を定める。  
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（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置（自動車の活用による搬出等） 

（５）避難の時期（事前避難の実施等）及びその指示伝達方法 

（６）避難所及び避難経路の設定並びに受入方法 

（７）避難先として他の施設等への措置替えについても検討する。 

（８）避難者の確認方法 

（９）家族等への連絡方法 

（10）避難時の近隣住民等の協力体制の確保 

３ 病院における避難計画 

病院においては、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合を想定し、

次の事項を検討して避難計画を定める。 

（１）被災時における病院施設内の保健、衛生の確保 

（２）入院患者の移送先施設の確保 

（３）転送を要する患者の臨時受入場所 

（４）搬送のための連絡方法と手段 

（５）病状に応じた移送方法、搬送用車両の確保 

（６）通院患者に対する緊急避難場所及び避難所の周知方法 

第６節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

第１ 食料、生活物資等 

１ 食料、生活必需物資の備蓄 

（１）家庭内備蓄の啓発 

市は、防災週間や防災関連行事、ホームページ等を通じ、住民に対し、最低３日間、推

奨１週間分の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

（２）公的備蓄の推進 

市は、次の備蓄目標を定め、公的備蓄を行う。 

備蓄目標 対象者：津波ハザードマップの被害想定による想定避難者数 9,000人 

食料：避難３日分を確保する。 

生活物資：初期対応に必要なものを確保する。 

飲料水：避難２日分を確保する。（３日目以降については拠点給水及び

運搬給水の応急給水により対応） 

備蓄品の例 食料：クラッカー、缶詰、粉ミルク、即席麺及びアルファ化米等、保

存期間が長く、かつ調理不要のものとする。 

応急活動用資機材：エンジンカッター、発電機、投光器、水防シート、

土のう袋、ロープ等 

飲料水：ペットボトル、給水タンク、ポリ容器等 

生活物資：毛布、衣料品（下着、紙おむつ）、炊事器具（卓上コンロ、
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カセットボンベ）、食器、簡易トイレ、簡易マット等 

（３）備蓄倉庫の管理 

市は、集中備蓄のため萱浜地区に防災備蓄倉庫を設置している。今後は、備蓄食料・生

活必需物資の管理を継続するとともに、災害発生時の鍵の開錠、搬出や配送等について方

法を検討する。 

また、各地区の防災拠点となる防災集合所にも備蓄するよう努める。 

２ 協定の締結 

市は、食料、生活必需物資の供給を受けられるよう、生産者、販売業者等との協定締結によ

り、調達体制を構築する。 

第２ 飲料水等 

１ 飲料水の確保 

（１）家庭内備蓄の啓発 

市は、防災週間や防災関連行事、ホームページ等を通じ、住民に対し、１人１日３リッ

トルの飲料水の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

（２）公的備蓄の推進 

市は、食料・生活必需品と同様に、津波の想定避難者数を対象として避難後２日分の飲

料水の備蓄に努める。 

２ 資機材の確保 

市は、応急給水資器材（給水タンク車、給水タンク、ポリ容器、ポリ袋等）の整備（備蓄）

に努める。 

第３ 防災資機材等の活用 

市は、備蓄している応急活動用資機材（エンジンカッター、発電機、投光機等）を使い、地域

で救助活動が実施できるよう、自主防災組織の訓練や研修を実施する。 

第７節 廃棄物処理体制の整備 

第１ 災害廃棄物処理体制の整備 

市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物の仮置き場の確保や運用方針、一般廃棄物の処理を含めた災害時の廃棄物の処

理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、市災害廃棄物処理計画を策定

する。策定後は、定期的に見直しを行う。 

第２ し尿処理体制の整備 

市は、断水や下水道の被害によりトイレが使えない場合を想定し、組み立て式の仮設トイレを

備蓄するとともに、事業者との協定締結により調達体制を確立する。 
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第８節 ライフライン施設災害予防対策 

第１ 上水道施設予防対策 

１ 水道施設等の整備 

市は、水道施設のより一層の耐震化を図り、水道水の安定供給と二次災害の防止のため、次

により水道施設の整備を図るものとする。 

（１）水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、既存施設の耐震診断等を行い、順次

計画的に耐震化を進める。 

（２）基幹施設の分散や系統多重化により補完機能を強化するとともに、配水系統のブロック

化により、地震被害の軽減等を図る。 

（３）施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、

自家発電設備等の電気機械設備について耐震化を図る。 

（４）水道施設の耐震化事業に対し、市の一般会計による支援を受けるなど、必要経費の確保

を図る。 

２ 応急復旧用資機材の確保 

市は、応急復旧用資機材の現状を把握し備蓄を図る。 

３ 相互応援 

市は、応急復旧作業を迅速に進めるための人員等の確保のため、隣接水道事業体等、その他

同時被災を免れると思われる水道事業体等と応急復旧等の応援活動に関する応援協定を締結す

る。 

第２ 下水道施設予防対策 

１ 下水道施設の整備 

市は、下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たり、立地条件に応じ、地震に対し

て、次の対策を実施する。 

（１）ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震計算を行い、その他の施設については、

ある程度の地震被害を想定し、施設の複数化、予備の確保等により機能の確保を図り、ま

た、補修の容易な構造とするなど、復旧対策に重点をおいた整備を図る。 

（２）ポンプ場及び処理場では、地震時においても最小限の排水機能が確保されるよう整備を

図る。 

また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう考慮する。 

（３）地震の程度により排水機能に支障を来たす場合があるので、緊急用として重要な管渠及

び処理場については、バイパス等の整備の検討を行う。 

（４）液状化対策として、主要な管渠工事にあたっては、事前に地質調査を実施するとともに、

埋戻しに液状化が起こりにくい材料を使用するなど工法の検討を行う。 

（５）ポンプ場及び処理場内での各種薬品、重油及びガス等の燃料用設備の設置に当たっては、

地震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮する。 

（６）施設の維持管理においては、定期点検等による危険箇所の早期発見とその改善を行い、

施設の機能保持を図る。 
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２ 応急復旧用資機材の確保等 

市は、復旧工事を速やかに施工するため、必要な資機材の備蓄に努めるとともに、資機材の

優先調達を図る。 

また、地震発生時にすぐ対応できるように、下水道台帳とともに維持管理記録を一体として

整理し、さらに優先的に調査する必要のある箇所を特定するための内水ハザードマップの作成

を行っておくものとする。 

３ 要員の確保 

市は、応急復旧に必要な要員の配備計画を定め、必要な人員を確保するため、施設の施工業

者、管理委託業者及び他の下水道事業者等と災害時の応援協定等の締結を進める。 

第３ 電力施設災害予防対策 

東北電力（株）は、電力施設の防災性能の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施し、災害

時の被害を最小限に留め、安定した電力の供給の確保を図るため予防措置を講ずる。 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、災害組織を整備し、防

災体制を確立しておくとともに、その組織の運営方法及び関係機関との連携・協調の体制につ

いても定める。 

２ 事業計画 

（１）施設の耐震性等防災性能の強化計画 

（２）電気工作物の調査・点検等 

（３）災害対策用資機材（移動電源車等）の確保 

（４）災害対策用資機材の輸送体制の確立 

（５）防災訓練等の実施 

第４ ガス施設災害予防対策 

相馬ガス（株）は、ガス施設の耐震性等防災性能の強化及び被害の軽減のため、供給系統のブ

ロック化等の諸施策を実施し、災害時の被害を最小限に留め、安定したガスの供給の確保を図る

ため予防措置を講ずる。 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、初動措置段階における

組織についての災害対策に関する規定に基づく体制を整備し、実施すべき事項を明確にする。 

２ 事業計画 

災害応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供給停止の早期

復旧を図るための防災計画を策定し、これを段階的に推進する。 

（１）設備の耐震性等の強化計画 

（２）情報収集のための無線等通信設備の整備 

（３）防災資機材の管理等 

（４）有資格者の情報共有 

（５）復旧計画の策定 

（６）防災訓練の実施 
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（７）防災関係機関との相互協力 

第５ 電気通信施設災害予防対策 

東日本電信電話（株）は、災害時においても通信の確保ができるよう、平常時から設備の防災

構造化を実施する。 

また、災害が発生した場合に備えて、迅速かつ的確な措置を行えるよう、電源の確保等の万全

の体制を期する。 

１ 実施計画 

電気通信施設を確保するために次の諸施策を計画し、実施する。 

（１）公共機関等の加入者の必要な通信を確保するため、ケーブルの２ルート化と回線の分散

収容を図る。 

（２）通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限度の通信ができるよう、必要な場所に特

設公衆電話を設置し、一般市民の使用に供する。 

（３）指定避難所（各小中学校、生涯学習センター等）に電話用モジュラージャックを設置し、

災害時に電話を接続して無料の公衆電話として開設する。 

（４）架空ケーブルは、地震及び地震による二次災害（火災）に比較的弱いので、地下化の望

ましい区間は地下化を促進する。 

（５）交換機設置ビル相互間を結ぶケーブルは、経路の分散化を推進する。 

（６）商用電源が停止した場合の対策として、通信保持する蓄電池容量の適正化を図り、発電

用予備エンジンを常備する。 

（７）災害時の通信確保及び復旧対策として、移動電源車、衛星通信システム装置及び非常用

可搬型交換装置等を主要地域に配備するとともに、大規模災害時はレスキュー隊、及び応

急復旧隊による広域応援体制の発動を行う。 

２ 防災訓練 

災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑かつ迅速に実施できるよう次の訓練を、単独又

は共同するなどして実施する。 

（１）気象に関する情報伝達訓練 

（２）災害時における通信疎通訓練 

（３）電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

（４）消防及び水防の訓練 

（５）避難及び救助訓練 

第９節 災害時相互応援協定の締結 

第１ 自治体間の相互応援協力 

市は、県内外の市町村との相互応援協力に関する協定を締結し、要員、資機材の提供や、広域

避難における避難者の受入れ等での協力体制を構築する。 

また、災害時相互援助協定を締結している９自治体と自治体スクラム支援会議を開催し、「災害

時相互支援に関する宣言」を採択している。 
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第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

市は、災害発生時、支援物資やサービスが緊急に必要になる場合に備えて、物資や役務の供給

力を持つ民間事業者・団体と応援協定を締結する。 
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第３章 市民の防災活動の促進 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防災教育の推進 
復興企画部、総務部、教育委員

会事務局 
 

第２節 防災訓練の充実 復興企画部 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署） 

第３節 自主防災組織等の育

成 
復興企画部、区役所 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署） 

第４節 要配慮者の安全確保 
復興企画部、健康福祉部、総務

課、市立総合病院 
 

第５節 ボランティア等との

連携 
健康福祉部 市社会福祉協議会 

第１節 防災教育の推進 

第１ 防災知識の普及啓発 

市は、県及び防災関係機関と連携して、災害予防運動期間や災害が発生しやすい時期等を通じ

て、各種講演会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止に関する総合的な知識の

普及に努める。 

１ 実施期間 

防災教育は、次の期間を中心に実施する。 

防災教育の内容 実施時期 

風水害予防に関する事項  

水防月間 

5月～9月 

5月 1日～5月 31日 

土砂災害予防に関する事項 土砂災害防止月間 

がけ崩れ防災週間 

山地災害防止キャンペーン 

6月 1日～6月 30日 

6月 1日～6月 7日 

5月～6月 

火災予防に関する事項 春季全国火災予防運動 

秋季全国火災予防運動 

3月 1日～3月 7日 

11月 9日～11月 15日 

雪害予防に関する事項  

雪崩防災週間 

12月～3月 

12月 1日～12月 7日 

地震・津波災害に関する事項 防災とボランティア週間 

防災とボランティアの日 

防災週間 

防災の日 

津波防災の日 

1月 15日～1月 21日 

1月 17日 

8月 30日～9月 5日 

9月 1日 

11月 5日 

２ 普及の内容 

普及する防災知識は、次のとおりである。 

ア 災害の特性 

イ 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレッ
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トペーパー等の備蓄 

ウ 非常持出品（救急用品、貴重品、懐中電灯、ラジオ等）の準備 

エ 家具・ブロック塀等の転倒防止対策、耐震診断・耐震改修 

オ 飼い主による家庭動物との同行避難における準備（餌、ケージ等） 

カ 避難場所、応急救護方法、住宅内外の危険箇所の把握 

キ 警報等の気象情報、避難準備・高齢者避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の

意味 

ク 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発

令時にとるべき行動 

ケ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、

指定緊急避難場所や指定避難所での行動 

コ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルール等）の取り決め 

３ 普及の方法 

普及の方法は、次のとおりである。 

ア 各種防災訓練     イ 講演会       ウ 広報みなみそうま 

エ ハザードマップ    オ 市ホームページ 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

市は、病院、社会福祉施設等、ホテル、旅館等の不特定多数の者を受け入れる施設において、

管理者等に対し、各種講習会等を通じて防災教育の徹底を図る。 

各施設の管理者等は、施設の職員・従業員等に防災教育を行うとともに、利用者に対してもチ

ラシ等を通じて、避難方法等について啓発を図る。 

第３ 職員に対する教育・啓発 

市は、全ての市職員に対し、次の防災教育を実施することにより、災害対策に即応できる人材

の育成に努め、災害に強い組織を作り上げる。 

１ 新任研修において、市の防災対策や災害対策従事者としての心構え等の教育を行う。 

２ 学識経験者等を講師として招き、防災講習会等を開催する。 

３ 応急危険度判定、住家被害認定等の研修会に参加する。 

４ 災害時の図上訓練等を実施する。 

第４ 学校教育における防災教育 

市教育委員会は、学校教育を通じて、学校種別や児童生徒の発達段階に応じて防災教育を行う。 

１ 学校行事における防災教育 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）等との連携により避難訓練や擬似体験、保

護者への引き渡し訓練など、防災をテーマとした学校行事を実施する。 

２ 教科等による防災教育 

社会科、理科、保健体育科及び総合的な学習の時間において、自然災害の発生の仕組み、現

在の防災対策、災害時の正しい行動及び災害時の危険、負傷に対する応急処置等についての教
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育を行う。 

３ 教職員に対する防災研修 

教職員の防災に係る知識を習得させるための研修を定期的に実施する。 

また、学校内においては防災委員会や職員会議を通して、教職員の防災に対する意識を高揚

するとともに、災害発生時の児童生徒に対する的確な指示、誘導や初期消火及び負傷者に対す

る応急手当等防災に関する専門的な知識の習得及び技能の向上を図る。 

第５ 災害教訓の伝承 

１ 災害教訓の収集、公開 

市及び県は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに，広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

２ 災害教訓の伝承の取組 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。 

市及び県は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分

析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組

を支援する。 

第２節 防災訓練の充実 

第１ 個別訓練 

１ 自主防災組織等の自主防災訓練 

市は、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団と連携して、自主防災組

織や行政区等を単位とした自主防災訓練を支援する。主な訓練内容は、次のとおりである。 

（１）避難誘導訓練  （２）初期消火訓練     （３）救出・応急手当訓練 

（４）救助訓練    （５）給食給水訓練     （６）安否確認訓練 

（７）避難所設置・運営訓練 等 

２ 事業所（防火管理者）の訓練 

学校、病院、工場、事業所、大型店舗及びその他消防法で定められた防火管理者は、その定

める消防計画に基づき、訓練を毎年定期的に実施する。 

また、地域の一員として、事業所の特性に応じた防災対策行動により、市、消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び地域の防災組織の行う防災訓練への積極的な参加に努め

る。 

３ 市の個別訓練 

市は、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等の機会をとらえ、職員の参集・動員訓練、

水防訓練、災害対策本部運営訓練等を実施する。訓練の実施後においては、地域防災計画、各

種の行動マニュアル等にその結果を反映させて見直しを図るとともに、次回の訓練にも反映さ

せる。 
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（１）水防訓練       （２）通信訓練       （３）参集・動員訓練 

（４）災害対策本部運営訓練 （５）避難所設置・運営訓練 （６）避難訓練 等 

第２ 防災訓練 

市は、大規模な地震、津波、風水害等の発生を想定し、防災関係機関、自主防災組織、民間企

業、ボランティア団体等の参加の下に、総合的な防災訓練を実施するように努める。 

訓練項目は、概ね次のとおりである。 

（１）非常招集及び自主参集、災害対策本部設置、災害情報収集 

（２）避難誘導（要配慮者誘導を含む） 

（３）地域住民による初期消火、救助 

（４）避難所設置、給水、給食（炊き出し） 

（５）道路等の障害物除去、道路応急架橋、無線通信 

（６）上下水道施設応急復旧、水質検査、電力施設応急復旧、電信電話施設応急復旧、

都市ガス施設応急復旧、ＬＰガス施設応急復旧 

（７）救援物資輸送及び受入れ・仕分け、備蓄品の供与等 

（８）応急医療救護（トリアージ） 

第３節 自主防災組織等の育成 

第１ 自主防災組織の育成・強化 

１ 自主防災組織の編成促進 

市は、自主防災組織が未結成の地区において、行政区単位の規模で自主防災組織を結成する

よう働きかける。 

組織の編成に当たっては、次の点に留意するものとする。 

（１）大規模な組織については、地域の実情を踏まえ適正規模の地域単位となるよう努める。 

（２）他地域への通勤等により昼間人口が減少する地域においては、日中の活動が確保できる

規模とする。 

（３）地域内に事業所がある場合は、事業所と協議の上、事業所内の自衛消防組織を地域の自

主防災組織に積極的に位置付けを図る。 

（４）自主防災組織は防災活動実施のため、基本的事項について規約等を設け、その活動内容

を明確にする。 

２ 自主防災組織の活動支援 

市は、自主防災組織の活動を充実するため次の対策を行う。 

（１）研修会 

県が主催する自主防災組織のリーダー研修会や自主防災活動促進事業に参加するよう広

報活動を行う。 

（２）自主防災組織への支援 

地域での防災訓練や防災集合所等への資機材整備等の支援を行う。 

３ 自主防災活動 

自主防災組織は、平常時に次の活動を実施する。 
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（１）自主防災計画（地区防災計画）の作成  

（２）防災知識の普及啓発 

（３）地域の安全点検（危険箇所、避難場所、井戸等） 

（４）避難行動要支援者の確認 

（５）防災訓練 

（６）資機材の整備、点検 

第２ 企業防災の促進 

企業は、災害時に企業の果たす役割を認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するた

めの事業継続計画（ＢＣＰ)を策定するよう努める。 

また、防災体制の整備、防災訓練、設備の耐震化、各計画・マニュアルの作成、見直し等の実

施に努める。 

市は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等へ参加呼びかけ、防災

に関するアドバイス等を行う。 

第３ 地区防災計画の作成 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、防災力の向上を図るため、

共同で防災訓練の実施、物資等の備蓄、要配慮者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の

推進に努める。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを

地区防災計画の素案として市防災会議に提案する。 

市は、地区防災計画の提案を受けた場合、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区

防災計画を位置付ける。 

第４節 要配慮者の安全確保 

第１ 避難行動要支援者の避難支援 

市は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（避難

行動要支援者）について、避難行動要支援者名簿を作成し避難支援体制を構築する。 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

（１）避難支援等関係者となる者 

市、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、警察署、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、行政区、福祉事業者、自主防災組織とする。 

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

ア 介護保険の要介護 3以上の認定を受けている方 

イ 身体障がい者（身体障害者手帳を所持している方） 

ウ 知的障がい者（療育手帳を所持している方） 

エ 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳を所持している方） 

オ 難病患者 

カ 常に特別の医療などを必要とする在宅で療養している方 
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キ その他、市長が特に認める次のような方 

・上記アからキの分類で程度の判定では該当しないが、避難行動に不安があり名

簿登録を希望する方 

・家族と同居しているが、日中は一人となるアからキに準じた方で、避難行動に

不安があり名簿登録を希望する方 

ク 乳幼児、妊産婦、外国人の方など 

（３）名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

避難行動要支援者名簿の記載事項は、次のとおりである。個人情報は、市の行政データ

等を活用する。 

ア 氏名   イ 生年月日   ウ 性別   エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先   カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

（４）名簿の更新に関する事項 

名簿は、１年に１回以上更新する。 

（５）情報漏洩を防止するための措置 

適正な情報管理が行われるよう、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポ

リシーに関するガイドライン」に基づき遵守を徹底する。 

また、クラウドでのデータ管理や県との連携などにより避難行動要支援者名簿のバック

アップ体制を構築する。また、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも保管する。 

名簿を避難支援等関係者に提供する場合は、誓約書提出や協定等を締結する。 

（６）名簿の提供先 

災害時要支援者名簿は、次の関係者へ提供する。 

ア 南相馬市関係課    イ 民生委員・児童委員   ウ 社会福祉協議会 

ウ 行政区（行政区長）  エ 自主防災組織      オ 消防団 

カ 女性消防隊      キ 福祉施設等関係事業所 

（７）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

災害発生時は、緊急かつ着実に避難勧告等が伝達されるよう、防災行政無線（戸別受信

機）や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急情報等メールサービスな

ど、複数の手段を有機的に組み合わせる。 

（８）避難支援等関係者の安全確保 

津波発生時等の退避ルール等を定める。 

２ 全体計画の作成 

市は、名簿作成に関する役割、支援体制等に関する全体計画を作成する。 

３ 個別計画の作成 

市は、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織や行政区、福祉事業者等と協力

して、避難行動要支援者一人ひとりの支援に関する個別計画を作成するよう努める。 
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４ 避難した要配慮者の振り分け基準等の検討 

市は、避難した要配慮者について、避難所の福祉避難スペース、福祉避難所、医療機関に振

り分けるための判断基準や実施体制について検討し、関係機関等と共有するとともに訓練等を

通じて検証を行う。 

第２ 社会福祉施設等における対策 

１ 施設等の整備 

社会福祉施設等の管理者は、施設の耐震化や防災設備の整備等、施設の安全性を高めること

に努める。 

２ 組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ防災組織を整備し、施設職員の役割分担、動員計画、

緊急連絡体制等を明確にする。 

特に、夜間における通報連絡や入所者の避難誘導体制には、十分に配慮する。 

また、市と連携して地域との協力体制が得られるような体制や、施設間の協定締結により相

互での受入れができるように努める。 

３ 防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時に

とるべき行動等について、理解や関心を高めるため、定期的に防災教育及び防災訓練を実施す

る。 

第３ 在宅者に対する対策 

１ 情報伝達体制の整備 

市は、一人暮らし高齢者、要介護高齢者、障がい者等の安全を確保するため、情報伝達体制

の整備に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、住宅用自動消火装置、住宅用火災警

報機等の設置など必要な補助・助成措置を検討する。 

２ 防災知識の普及・啓発 

市は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配付するとともに、地域の

防災訓練等への参加も考慮するなど、災害に対する基礎的知識等の理解を高めるよう努める。 

また、警報等や避難勧告等の意味と内容の説明など、避難行動についての啓発を行う。 

第４ 病院入院患者等対策 

市は、市立病院における患者等の安全を確保するために、避難計画等を作成するなどの対策を

行う。 

第５ 外国人に対する防災対策 

市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人も要配慮者として位置付け、災害発生時に迅

速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づくりに努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 指定緊急避難場所、避難標識等の災害に関する表示板の多言語化・ピクトグラ

ム表示 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 
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エ 外国人の雇用又は接触する機会の多い企業、事業所等に対する防災教育等の指

導、支援 

第６ 避難所の配慮 

市は、避難場所・避難所に指定が想定される公共施設を整備する場合、多目的トイレやスロー

プの設置など、ユニバーサルデザイン化に配慮する。 

また、避難生活において特別の配慮を必要とする者が生活できるような機能等を有した施設等

を、福祉避難所として指定する。 

第５節 ボランティア等との連携 

第１ ボランティア活動の啓発 

市は、「防災とボランティアの日」（毎年１月 17日）及び「防災とボランティア週間」（毎年１

月 15 日～21 日）を中心に、災害ボランティアの意義や参加、ボランティア保険等について啓発

に努める。 

第２ ボランティア団体の把握・登録 

市は、日本赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、市社会福祉協議会などと連携を図りなが

ら、ボランティア団体及び専門的な知識、技能をもつボランティアの把握に努める。 

第３ ボランティアの体制整備 

市社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置、運営体制について検討するとともに、ボ

ランティアコーディネータの研修会等に職員やボランティアを参加させるなど養成に努める。 

 

 


